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第３１号議案  

藤枝市介護保険条例の一部を改正する条例 

 藤枝市介護保険条例（平成12年藤枝市条例第11号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「２９，８８０円」を「３１，５００円」に改め、同項第

２号中「３８，８４４円」を「４０，９５０円」に改め、同項第３号中「４４，８

２０円」を「４７，２５０円」に改め、同項第４号中「４９，６００円」を「５２，

２９０円」に改め、同項第５号中「５９，７６０円」を「６３，０００円」に改め、

同項第６号中「６８，７２４円」を「７２，４５０円」に改め、同項第７号中「７

７，６８８円」を「８１，９００円」に改め、同号ア中「１９０万円」を「２００

万円」に改め、同項第８号中「９２，６２８円」を「９７，６５０円」に改め、同

号ア中「２９０万円」を「３００万円」に改め、同項第９号中「１００，３９６円」

を「１０５，８４０円」に改め、同項第１０号中「１０７，５６８円」を「１１３，

４００円」に改め、同項第１１号中「１１９，５２０円」を「１２６，０００円」

に改め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平

成３２年度」に、「２６，８９２円」を「２８，３５０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の藤枝市介護保険条例の規定は、平成３０年度分の介護保険料から適用

し、平成２９年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


